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１ 適応消火器について 

  適応消火器については、政令別表第２によるほか、原則としてＡＢＣ粉末消火器の設置を

 指導すること。 

ただし、寝具類等その消火に際し浸透性のある消火剤の効力を必要とするものを収容する

施設として、共同住宅、旅館、ホテル又は社会福祉施設等の用途に供する防火対象物にあっ

ては、各種消火器の特性を考慮し、粉末消火器及び強化液消火器を概ね半数とし、千鳥配置

となるよう設置指導すること。 

 

２ 能力単位について 

  上記１により設置する消火器は、粉末消火器にあっては、その能力単位がＡ火災に適応す

 るものにあっては３以上、Ｂ火災に適応するものにあっては７以上とし、強化液消火器にあ

 っては、その薬剤量が３ℓ (中性強化液にあっては、２ℓ )以上のものの設置を指導すること。 

 

３ 付加設置について 

 ⑴ 省令第６条第４項の「変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備」とは、次に掲げ

  るものをいうものであること。 

ア 蓄電池設備 

蓄電池容量が１０kＷh以下のもの及び１０kＷhを超え２０kＷh以下のものであって蓄電

池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に

定めるものを除く。） 

  イ 直流にあっては 750Ｖ以上、交流にあっては 600Ｖ以上の電路に接続する電気機器で、

次に掲げるもの（可搬式のものを含む。） 

(ｱ) 発電機、配電盤又は電動機 

(ｲ) 変圧器（出力が５kＶＡ以上のものに限る。） 

(ｳ) 溶接器（出力が５kＶＡ以上のものに限る。） 

(ｴ) 整流器（出力が５kＶＡ以上のものに限る。） 

(ｵ) その他(ｱ)から(ｴ)に類するもの 

  ウ 急速充電設備（全出力が 20ｋＷ以下のものを除く。） 

 ⑵ 敷地の一部に単独で電気室又はキュービクル等の電気設備があるときは、防火対象物の

  部分とみなし、省令第６条第４項の規定を適用し、付加設置を指導すること。 

   ただし、東京電力が設置するパットマウント（地上用変電設備）にあっては、この限り

でない。 

 ⑶ エレベーター機械室については、省令第６条第４項に類する室として付加設置を指導す

  ること。 

 ⑷ ボイラー、乾燥機については、規模や容量に関係なく小規模のものが設置された室も対

  象とする。又その他多量の火気を使用する場所については、省令第 6条第 1 項に規定する

  防火対象物の厨房も対象とするが、IH コンロ、ガスコンロ若しくは電気フライヤー等で調

  理油加熱防止装置等の安全装置又は、自動消火装置が設置されているもの（同一厨房室内

  における最大消費熱量が 350ｋW 以上の場合を除く。）は、省令第６条第５項の規定は適用

  しない。 
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４ その他 

 ⑴ 省令第９条第１号に規定する消火器具の設置高さは、消火器具本体上部までの高さをい

うものであること。 

 ⑵ 消火器具を屋外等に設置する場合には、劣化を防ぐため消火器格納箱に設置するよう指

導すること。 

⑶ 消火器具は、メーターボックス等内には原則として設置することができないものである

こと。 

ただし、メーターボックス等内と 0.8ｍｍ以上の鋼板で区画し、かつ、当該メーターボ

ックス等の扉を開けることなく消火器具を取り出すことができるよう措置されたものにあ

っては、設置することができるものであること。 

⑷ 冷凍室又は冷蔵室若しくは、ラック式倉庫内等内部への設置が困難となる場所での消火

  器具の設置については、仮に法令に基づき設置した際必要となる本数を当該出入口の付近

  に設けることにより、省令第６条第６項の規定は適用しないものとする。 

⑸ 精神病院等において、重病患者を収容する病棟又は病室が存する階で、患者による初期

消火活動が期待できず、かつ、消火器具の維持管理等が困難な場合にあっては、仮に法令

に基づき設置した際必要となる本数を各階のナースステーション内に集中して設けること

により、省令６条第６項の規定は適用しないものとする。 

⑹ メゾネット型の共同住宅等で、共用廊下のない階の各部分から一の消火器具までの歩行

距離が 20ｍ以下となるように共用廊下部分に設置されているものは、当該階に消火器具を

設置しないことができるものとする。 

⑺ 自走式駐車場等屋上階が駐車の用に供される場合で、政令第 13 条の規定による消防用設

備等が設けられている場合であっても、当該屋上階には、消火器具の設置は要しないもの

であること。 

⑻ 地上３段以上の機械式駐車場で、消火用歩廊上に政令第 13 条の規定による消防用設備等

が設けられている場合であっても、当該歩廊上には、消火器具の設置は要しないものであ

ること。 

⑼ 省令第９条第４号に規定する標識については、原則として「消防用設備等の標識類の様

式について」（昭和 44 年 10 月 20 日 消防予第 238 号）によるが、周囲の状況及び色の対

比等により、これによらなくとも十分認識できると認められる場合にあっては、当該通知

によらないことができるものとする。 

⑽ 劇場、映画館その他客席を設けるもの又は体育館、プール、展示場その他大空間を有す 

るもので、当該部分から消火器の歩行距離が 20ｍを超える場合は、能力単位の数値が満足

するものに限り、政令第 32 条の規定を適用し、当該部分の通行、観覧又はスポーツ競技に

支障がない周壁又は最も近い廊下若しくは通路に設置することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


